
No1
○ ○ ● ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

出納事務

指
　
　
　
　
標

30年度 元年度 2年度

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

3年度 4年度

継続 継続

　会計事務を法令等に基づき、適正かつ速やかに処理する。

363,571 347,610 ‐

指標に関する説明

34,050 ‐

支払総件数（件） 334,392 344,868

3年度
見込み

目標値
(8年度)

収納件数（件） 33,039

審査件数（件） 60,529 58,412 56,045 56,000 ‐

35,877

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

終期設定 年度
開始年度 年度 根拠

法令等

政策 14
行政評価
事業体系

分野 Ⅶ 計画推進のために

地方自治法、荒川区会計事務規則
昭和 7 1932

経過

昭和３８年　　地方自治法の改正により指定金融機関制度発足
平成１７年度　電子納付サービスの開始
　　　　　　　窓口両替手数料・オーダー手数料・金種指定払戻手数料の設定（有料化）
平成１８年度　口座振替払い手数料の有料化
平成２０年度　ゆうちょ銀行における公金窓口収納手数料が1件あたり＠20円＋収納金額×1/1000で
　　　　　　　あったが、他の収納代理金融機関と同額の1件あたり＠2.1円に変更された
平成２２年度　税務課がマルチペイメントネットワーク（MPN）やクレジットカードでの収納開始に伴
　　　　　　　い、収納手数料を会計管理課に執行委任
平成２３年度　公金の収納及び支払事務に伴う支出命令書の仕分等の委託を開始

必要性

　会計事務を、法令等に基づき、適正かつ速やかに処理するため

実施
方法

2一部委託

　上記内容2の一部を㈱みずほ銀行（指定金融機関）に委託。その他は全て直営。
　【委託業務】公金の収納及び支払事務に伴う支出命令書の仕分等

事務事業分析シート（令和3年度）

協働 業務 財務

32,445

12-01-01

事務事業の種類 新規事業 3年度 2年度

目的

　地方公共団体が行う会計事務のうち、公金の収納支出に関する審査事務、金銭会計事務及び決算事務に
ついて適正かつ迅速に行うこと。

対象者
等

　区民及び区に債権・債務を有する者（収納支払事務）　職員(審査事務）

内容

１　収支命令書に係る審査事務に関すること
２　現金及び有価証券の出納に関すること
　　特別区民税・国保保険料等を含む区の収入を、収納代理金融機関を経由して受け入れ事務を行う。
　　又、債権者への支払いについては、支出命令者により指定金融機関から支出する事務を取り扱う。
３　歳計現金・歳入歳出外現金及び基金に属する現金の保管に関すること
　　歳計現金保管状況の報告、歳入歳出外現金の収支を行う。
４　基金の保管及び運用に関すること
　　基金の安全性、効率性に留意し、運用を行う。
５　決算調製事務に関すること
　　各会計歳入歳出決算書・決算説明書を作成する。

積極的な区政情報の発信と信頼される区政の推進
施策 03 事務の適正・公正な執行

実施基準 計画区分

内線 3215

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（3年度） 01-02-01 決算事務費

部課名
担当者名

会計管理部会計管理課

冨士田

戦略プラン事務事業コード

事務事業名

01-01-01 出納事務費

課長名 平野



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

▲ 20,349

備
考

・行政費用に占める割合が多い物件費は、主に役務費（公金収納費用）及び委託料（公金収納及び支払事務委
託）から構成されている。

特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 112,379

4,692

減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0

行
政
費
用

給与関係費 83,015 78,665

23,114

元年度 2年度

0

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0 0

▲ 4,350

行
政
収
入

令和2年度に取り組む
具体的な改善内容

令和3年度以降に取り組む
具体的な改善内容

　引き続き、各種の研修会等の場に
おいて、適正かつ迅速な事務処理に
ついて周知していく。

MPN提供データ作成 785
業務委託料

0 0

0

　引き続き、各種の研修会等の場
を活用して、適正かつ迅速な事務
処理について周知していく。

　会計事務研修（ｅラーニング）に
おいて、原議の協議や支払関係書類
の不備等について説明し、適正かつ
迅速な事務処理を周知した。

26,215 1,601 国庫支出金 0 0 0
維持補修費 0 0 0 都支出金 0 0

11,000 備品購入費 キャッシュレス決済導入備品購入費 1,703

地方税等

問題点・課題の改善策

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

令和2年度に実施した
改善内容および評価

　区職員が適正かつ迅速に会計処理を行えるよう、研修の実施等を通じて、スキルアップを図る必要がある。

差額 勘定科目

決算額（3年度は見込み）

▲ 20,365
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 42 58 16

▲ 20,349
特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f)

行政費用合計(b) 112,421

行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 112,421

負担金補助等

▲ 132,728

物件費 24,614

負担金補助等

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

扶助費 0 0 分担金及び負担金 0 0 0
補助費等 100 100 0 使用料及び手数料 0

委託料

0
0

キャッシュレス決済導入使用料 570

0

差額

賞与・退職給与引当金繰入額 27,806

元年度

キャッシュレス決済導入手数料 635

金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

1,320 委託料 業務委託料等 13,351

132,786 20,365 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 112,379 ▲ 132,728

負担金補助等 MPN推進協議会 100

0

▲ 132,786

MPN推進協議会 100

MPN提供データ作成

57,334 60,516

業務委託料 10,900

勘定科目

使用料及び賃借料

2年度

35,877 34,050

公共料金管理サービス手数料 654 委託料 公共料金管理サービス手数料等

990
85 役務費 公金収納・口座振替手数料等 22,697105 役務費 公金収納手数料等

需用費 決算書・決算説明書作成等 1,157

MPN推進協議会 100

公金収納手数料等
需用費 決算書・決算説明書作成等 908 需用費 決算書・決算説明書作成等

口座振替手数料等 11,263 口座振替手数料等 12,028

792

0

0

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）
節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項

60,529 58,412 56,045 56,000

役務費

金種指定・両替件数（内有料分） 1,689(988) 1,512(991) 1,363(845) 1,232(792) 1,161(735) 583(384) 1,362(1,030)

収納件数 32,979 35,173 33,107 33,039 32,445

23,705 23,975

30年度

実
績
の
推
移

事項名（3年度は見込み） 27年度 28年度 29年度 30年度

審査件数 60,212

支払総件数 321,452 329,248 332,678 334,392 344,868 363,571 347,610
元年度 2年度 3年度

元年度 2年度 3年度

24,714 26,315 40,213
23,805 24,237 25,493 25,388

予算・決算額等の推移
予算額

24,128 24,053
25,505 26,774 40,213

27年度 28年度 29年度



No1
○ ○ ○ ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　本事業は、物品の適正な管理を行う上で必要である。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

3年度 4年度

取得予定価格（税込）100万円以上指定備品保有数（点） 1,083 1,120 1,148 ‐ ‐

区（学校等含む）全体の保有数供用備品保有数（点） 96,355 98,572 101,744 ‐

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
30年度 元年度 2年度

3年度
見込み

目標値
(8年度)

‐

経過

・平成14年度～　用品基金（集中購買）の廃止
・平成16年度～　備品システム導入
・平成17年度～　備品ラベルに備品番号を追加
・平成20年度末　「用品倉庫」廃止
・平成21年度～　新備品システム稼動、新備品シール(印字可能)の購入及び貼替え
・平成22年度～　公会計対応の備品システム稼動
・平成28年度～　新公会計制度導入に伴い備品システムに指定備品の減価償却費を設定追加

必要性

　区の財産である物品の適正な管理事務を促進するため、必要性は高い。

実施
方法

1直営

目的

・定型用紙の配付を行い、各課統一的事務処理の遂行及び効率化を図る。
・適正な物品管理事務の遂行を促進する。
・不用品処分による庁内部課・小中学校等の整理整頓及び不用物品の有効活用を促進する。

対象者
等

　区職員（小・中学校・幼稚園・こども園を含む）

内容

１　配付用印刷物、帳票類等の作成及び管理事務に関すること。
  　　（請書、納付書、現金出納簿、継続支払票、決定バサミ、ラベルシート、窓あき封筒等）
２　物品管理事務に関すること（調査・指導等）
（１） 物品出納計算書（※指定備品）の取りまとめ【上半期末・年度末】
（２） ※備品管理（現物と備品台帳の照合確認等）及び同システムの運用指導
（３） 職員用統一什器(机・椅子・脇机)等の維持管理  【随時：平成元年度導入】
３　不用品の調査、処分及び調整に関すること。
　 粗大ごみ・鉄製品・特定家電・パソコン類の廃棄物処理委託  【年１回】
※　備品とは、その形状、性質を変えることなく比較的長期間継続して使用、保存可能な物品をいい、
　区は現在、税込み取得予定価格３万円以上のものを備品、同１００万円以上を指定備品としている。

政策 14 積極的な区政情報の発信と信頼される区政の推進
施策 03 事務の適正・公正な執行

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅶ 計画推進のために

荒川区物品管理規則、廃棄物処理法、特定家庭
用機器再商品化法（家電リサイクル法）等終期設定 年度

開始年度 昭和 39 1964 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 3年度 2年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（3年度）

01-03-01 用品事務費

事務事業名 用品事務費
部課名 会計管理部会計管理課 課長名 平野

担当者名 石井、笹本 内線 3222

事務事業コード 12-01-02 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和3年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

　職員向け研修等により不用品の再
活用を周知するなど、廃棄物の縮減
に努める。

　ｅラーニングにより、職員向けの
会計事務研修において不用品の再活
用を周知し、廃棄物の縮減に努め
た。

　職員向け研修等において不用品
の再活用を周知するなど、廃棄物
の縮減に努める。

　備品管理システム運用マニュアル
等に基づき、今後とも適正な備品管
理を継続するよう努める。

　備品管理における注意事項を「備
品管理の留意点」としてまとめ、各
課に周知した。

　備品管理システム運用マニュア
ル等に基づき、適正な備品管理を
継続するよう努める。

　職員向け研修等により、物品管理
事務について周知を徹底し、今後と
も適正な物品管理を継続するよう努
める。

　新規入区職員及び新たに物品管理
事務を担当することとなった職員を
対象にした研修を実施し、物品管理
事務の周知徹底を図った。

　職員向け研修等により、物品管
理事務について周知を徹底し、適
正な物品管理を継続するよう努め
る。

〇　区職員が適正かつ、迅速に物品管理事務を行えるよう、研修等を通して、スキルアップを図る必
　要がある。
〇　備品登録・異動時の備品シールの添付、及び定期的な備品シールの貼替を徹底する必要がある。
〇　粗大廃棄処理価格の高騰や環境への配慮を踏まえ、不用品の再活用を推進するなど、廃棄物の縮
　減に努める必要がある。

問題点・課題の改善策

令和2年度に取り組む
具体的な改善内容

令和2年度に実施した
改善内容および評価

令和3年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

・物件費は、不用品の処分に係る委託料等の実績減により、687千円の減額となった。
▲ 203特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 14,479 ▲ 14,682

0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0
行政費用合計(b) 14,479 14,682 203 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 14,479

0 0
▲ 14,682 ▲ 203

その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 343 1,905 1,562 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 14,479 ▲ 14,682
0 0

▲ 203

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 8,076 7,389 ▲ 687 国庫支出金 0 0

0 0
0

2年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 6,060 5,388 ▲ 672

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 元年度 2年度 差額 勘定科目 元年度

パソコン処理手数料 73 パソコン処理手数料 142
パソコン処理手数料 206委託料 粗大ごみ廃棄処理運搬委託料 5,698 委託料 粗大ごみ廃棄処理運搬委託料 5,270

鉄製品等廃棄物処理手数料 98 鉄製品等廃棄物処理手数料 98 委託料 粗大ごみ廃棄処理運搬委託料 6,000

鉄製品等廃棄物処理手数料 202廃車手数料 0 廃車手数料 0
役務費 特定家電処理手数料 197 役務費 特定家電処理手数料 158 役務費 特定家電処理手数料 270

職員用什器修繕費 900職員用什器修繕費 623 職員用什器修繕費 1,168
需用費 納付書等配布用用品 1,346 需用費 納付書等配布用用品 553 需用費 納付書等配布用用品 1,514

節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

1,148 ―指定備品保有数（点） 937 1,020 1,072 1,083 1,120
供用備品保有数（点） 95,254 98,519 96,855 96,355 98,572

65 131 ―
101,744 ―

パソコン処分台数（台） 114 83 105 50

3年度
不用品処分量（立方メートル） 659 525 426 329 418 393 ―

実
績
の
推
移

事項名（3年度は見込み） 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度

9,187 9,092
決算額（3年度は見込み） 3,926 3,277 3,326 3,302 8,076 7,389 9,092
予算額 4,094 3,877 4,009 4,874 8,422

2年度 3年度予算・決算額等の推移 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度



No1
○ ○ ● ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

● 法令基準内 ○ 都基準内 ○区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

継続 継続

　公金管理を行う上で、一時借入の仕組みは必要不可欠である。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

3年度 4年度

繰替運用一回の最大借入期間最大借入期間（日間） 21 0 50 34

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
30年度 元年度 2年度

3年度
見込み

目標値
(8年度)

‐

経過

　〈繰替運用実績〉
　年度 　　 日数 　運用利率 　　 利子合計額
平成24年度 145日  0.025% 　 　　　　 185,131円
平成25年度 139日  0.025% 　　 　　　 167,392円
平成26年度 198日  0.025% 　　　 　　 140,679円
平成27年度  56日　0.025%    　 　    108,766円
平成28年度  （なし）
平成29年度 157日  0.010%　 　　     　94,325円
平成30年度  21日  0.010%　 　　     　 8,054円
令和元年度　（なし）
令和２年度  99日　0.002%    　 　     15,187円

必要性

　日々の現金出納・資金管理に必要不可欠なものである。

実施
方法

1直営

目的

　公金の支出において、一時的に資金ショートが予測される場合、基金からの繰替運用または金融機関か
らの一時借入を行い、歳計現金の不足を補填し、一時的な資金不足の解消を図る。
　本事業は、この借入期間中にかかる費用（利子）を計上するものである。

対象者
等

　日々の支払資金に不足が生じた場合、その不足を補填するための借入金に対する利子

内容

　所管課で登録する収支予定により歳計現金に不足が予測される場合は、基金からの繰替運用または、金
融機関から一時借入を行い、歳計現金不足を補填するため、財政課に要請し、それに基づき財政課で手続
きを行っている。
　なお、基金から繰替運用で資金調達した場合、大口定期預金金利相当額を運用利子として、繰替運用元
金の返還日に歳出予算から基金へ振り替える。

政策 14 積極的な区政情報の発信と信頼される区政の推進
施策 03 事務の適正・公正な執行

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅶ 計画推進のために

地方自治法
荒川区財政調整基金条例　各基金条例終期設定 年度

開始年度 昭和 7 1932 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 3年度 2年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（3年度）

01-01-01 一時借入金利子

事務事業名 一時借入金利子
部課名 会計管理部会計管理課 課長名 平野

担当者名 冨士田 内線 3215

事務事業コード 12-01-03 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和3年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

　引き続き、１億円以上の歳入及び
歳出が見込まれる事業については、
関係各課に対して、個別に確認を行
う。

　資金不足が生じることのないよ
う、１億円以上の多額の歳入及び歳
出が見込まれる事業について、関係
各課への確認を強化した。

　引き続き、特に１億円以上の多
額の歳入及び歳出が見込まれる事
業について、関係各課への確認を
強化する。

　適正な資金管理を行うために、よ
り一層、収支予定登録についての
ルールを周知・徹底する。

　収支予定登録について、関係各課
から問い合わせがあった際には、
ルールを周知・徹底するとともに早
期の登録を依頼した。

　引き続き、適正な資金管理を行
うために、より一層、収支予定登
録についてのルールを周知・徹底
する。

　収支予測は各所管課の入力データに基づいて行っている。そのため、予測の精度を高めるためには、各所管
課の入力漏れがないよう、周知・徹底する必要がある。

問題点・課題の改善策

令和2年度に取り組む
具体的な改善内容

令和2年度に実施した
改善内容および評価

令和3年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

・令和２年度は基金からの繰替運用を行ったため、金融収支差額が発生した。
▲ 3,416特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 5,335 ▲ 8,766

0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0
行政費用合計(b) 5,335 8,751 3,416 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 5,335

▲ 15 ▲ 15
▲ 8,766 ▲ 3,416

その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 285 2,285 2,000 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 5,335 ▲ 8,751
0 0

▲ 3,416

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 0 0 0 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 0 0 0 国庫支出金 0 0

0 0
0

2年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 5,050 6,466 1,416

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 元年度 2年度 差額 勘定科目 元年度

償還金利子等 歳計現金補填繰替運用利子 0 償還金利子等 歳計現金補填繰替運用利子 15 償還金利子等 歳計現金補填繰替運用利子 463
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

3年度
最大借入期間 39日間 0日間 39日間 21日間 0日間 50日間 34日間

実
績
の
推
移

事項名（3年度は見込み） 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度

476 463
決算額（3年度は見込み） 109 0 94 8 0 15 463
予算額 385 323 323 519 510

2年度 3年度予算・決算額等の推移 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度



No1
○ ○ ● ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

□ 法令基準内 □ 都基準内 ■区独自基準 ● 計画 ○ 非計画

（ ） （ 直営の場合 ○ 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

推進 推進

　区の財産である債権の保全に向け、債権管理の取り組みを着実に推進し
ていく。

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

3年度 4年度

私債権収入未済額（億円） 0.80 0.96 1.18 0.98 0.19

私債権の収入率(調定額に対する
収入)（%）

81.3 74.9 67.8 74.7 88.0

公債権の収入率(調定額に対する
収入)（%）

90.0 90.8 91.1 90.6

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
30年度 元年度 2年度

3年度
見込み

目標値
(8年度)

93.0

経過

平成２２年　３月　荒川区債権管理条例制定
平成２２年　７月　「適正な債権管理に向けた取組みについて」総務企画委員会報告
平成２２年１０月　職員研修「弁護士による債権管理・回収研修」を実施
令和　２年１２月　「ファイナンシャルプランナーによる家計改善相談事業にかかるキックオフ講習
　　　　　　　　　会」を実施

※これまでの成果（令和３年７月末現在）
　（１）訴えの提起　１２件
　（２）回収　        ８件

必要性

区の財源確保並びに納税者たる区民の負担の公平性や区政への信頼性の確保

実施
方法

2一部委託

　上記内容２①　弁護士に訴訟等を含む債権回収業務を委託している。

目的

　債権管理の体制を整備し、貸付金、使用料、負担金等における、未収債権の回収・整理といった債権管
理の取組みを強化し、負担の公平を図り、区政への信頼を醸成していく。

対象者
等

　区民税や国民健康保険料、保育園や幼稚園の保育料、奨学資金などの貸付金返還金、区民住宅の使用料
等、区の未収債権の債務者、保証人を対象とする。

内容

債権管理条例に基づき、適正かつ効率的な債権管理を進めるため、次のような取組みを行う。
１　債権管理を推進するための環境整備
　①債権管理委員会による全庁的な債権管理(回収強化と長期未収私債権の整理)の進行管理と調整、
　　方針決定
　②債権管理標準マニュアルの作成と改訂、債権管理研修の実施
２ 債権回収の推進
　①弁護士への委任等による、訴訟等の法的措置も視野に入れた債権回収の推進
　　　(私債権、非強制徴収公債権)
　②納付案内センターによる電話催告及び訪問徴収　③ペイジー口座振替受付サービスの加入促進
３　債権整理の取組み
　①長期未収債権となっている私債権（未収債権の回収）　②時効援用が行われた私債権（債権放棄）

政策 14 積極的な区政情報の発信と信頼される区政の推進
施策 03 事務の適正・公正な執行

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅶ 計画推進のために

荒川区債権管理条例
終期設定 年度
開始年度 平成 21 2009 年度 根拠

法令等

事務事業の種類 新規事業 3年度 2年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（3年度）

01-02-05 債権管理委員会運営費

事務事業名 債権管理の適正化
部課名 会計管理部会計管理課 課長名 平野

担当者名 棚田 内線 3225

事務事業コード 12-01-04 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和3年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

他
区
の
実

施
状
況

実施 22 0 不明 0

　 　 　

　今後も徴収目標値を設定するほ
か、滞納発生時の相談体制の強化な
ど、未収債権を発生させない取組み
を実施していく｡

　徴収目標値を設定したほか、ファ
イナンシャルプランナーによる講習
会を実施し、滞納発生時の相談体制
について情報を共有した。

　滞納発生時の相談体制を強化
し、設定した徴収目標値の達成に
努め、未収債権を発生させない取
組みを実施していく｡

　引き続き、収納困難な案件につい
ては、専門の弁護士に委託してい
く｡

　収納困難な案件については、専門
の弁護士に依頼し、債権回収、整理
に努めた｡

　引き続き、収納困難な案件につ
いては、専門の弁護士に委託して
いく｡

　本事業の取組みにより収入未済額は概ね減少しているが、滞納発生時における相談体制の強化、粘り強い督
促などにより、引き続き債権回収に努めていく必要がある。

問題点・課題の改善策

令和2年度に取り組む
具体的な改善内容

令和2年度に実施した
改善内容および評価

令和3年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

・令和元年度の「行政収入」の「その他」15千円は、平成３０年度債権回収業務委託の預り金精算によるもの
である。

▲ 2,899特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 11,931 ▲ 14,830
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 11,946 14,830 2,884 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 11,931
0 0

▲ 14,830 ▲ 2,899
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 628 3,809 3,181 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 11,931 ▲ 14,830
0 ▲ 15

▲ 2,899

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 15
減価償却費 0 0 0 その他 15 0

0 0
▲ 15

補助費等 40 66 26 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 168 179 11 国庫支出金 0 0

0 0
0

2年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 11,110 10,776 ▲ 334

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 元年度 2年度 差額 勘定科目 元年度

使用料等 委員会会場使用料 3使用料等 委員会会場使用料 0 使用料等 委員会会場使用料 0
委託料 弁護士債権回収業務 161 委託料 弁護士債権回収業務 179 委託料 弁護士債権回収業務 1,334

需用費 図書購入 30需用費 図書購入 7 需用費 図書購入 0
報償費 委員報酬 40 報償費 委員報酬等 65 報償費 委員報酬等 280

節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

私債権（千円） 106,675 101,283 96,535 80,243 95,827
2,627,116 2,559,100 ―

117,778 ―
公債権（千円） 3,282,002 2,993,481 2,839,342 2,909,604

3年度
収入未済額［総額］（千円） 3,388,677 3,094,764 2,935,877 2,989,847 2,722,943 2,676,878 ―

実
績
の
推
移

事項名（3年度は見込み） 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度

2,888 1,647
決算額（3年度は見込み） 10,243 2,995 3,026 489 208 244 1,647
予算額 11,897 7,276 6,408 5,952 1,668

2年度 3年度予算・決算額等の推移 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度



No1
● ○ ● ○ 人事

○ （ ○ ○ ） ○ 建設事業 ● それ以外の継続事業
（ ）

○ 有 ● 無 （ ）

○ 法令基準内 ○ 都基準内 ●区独自基準 ○ 計画 ● 非計画

（ ） （ 直営の場合 ● 常勤職員 ○ 会計年度任用職員 ）

①

②

③

重点的に推進 重点的に推進

　区政における一層の経営改善及び、区民への説明責任の充実に不可欠

事務事業の分類
分類についての説明・意見等

3年度 4年度

回数（外部講師による研修回数)
※2年度はeラーニングで実施

新公会計制度研修実施回数 5 6 1 4 ‐

時間
新公会計制度の運用・活用等に関
する相談等事業

76 47 28.5 100 ‐

回数新公会計制度運用委員会実施回数 3 1 0 3

指
　
　
　
　
標

事務事業の成果とする指標名
指標の推移

指標に関する説明
30年度 元年度 2年度

3年度
見込み

目標値
(8年度)

‐

経過

１　新公会計制度の経緯
（１）平成１２年度～平成２８年度
　　決算統計組替による財務諸表を作成・公表（平成１１年度決算～平成２７年度決算）
　　※平成１９年度決算から「荒川区包括年次財務報告書」を作成・公表
（２）平成２９年度～　東京都方式による財務諸表を作成・公表（平成２８年度決算～）
（３）平成３０年度～　統一的な基準による財務書類を作成・公表（平成２９年度決算～）
２　東京都方式による新公会計制度の導入について
　さらなる新公会計制度改革を推進するため、日々仕訳による本格的な複式簿記・発生主義会計の導入を
平成２６年度から検討。「東京都方式」を導入することとし、外部アドバイザーを含めた検討委員会を通
じて、制度設計、システム開発を行い、平成２８年度から実施した。

必要性

　地方自治体に経営の視点を定着させ、地方自治体の情報開示をより一層向上させるために必要。

実施
方法

1直営

※　新公会計制度の運用・活用方法について、公認会計士への相談を行っている。

目的

　複式簿記・発生主義による新たな公会計制度を導入することにより、区政における一層の経営改善及
び、区民への説明責任の充実を図る。

対象者
等

　［財務情報の開示対象］区民、議会、団体、事業者等すべてのステークホルダー

内容

○　新公会計制度の運営について、進行管理を着実に行う。
○　複式簿記・発生主義会計による正確な執行を行う。
○　決算整理の進行管理を着実に行う。
○　職員に対し、複式簿記・発生主義会計や、財務諸表の活用等の研修を行う。
○　より正確な財務状況を伝えるため、会計基準の精査に努める。
○　わかりやすい公表資料を作成し、区民への説明責任の充実を図る。
　・あら坊・あらみぃと一緒にみる荒川区の財務諸表（平成３０年１０月発行、令和２年１２月発行）
　・荒川区の財務諸表Ｑ＆Ａ（令和２年１２月発行）

政策 15 目標の設定と管理による行財政運営の戦略的推進
施策 02 健全な財政運営

実施基準 計画区分

行政評価
事業体系

分野 Ⅶ 計画推進のために

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革
の推進に関する法律終期設定 年度

開始年度 平成 28 2016 年度 根拠
法令等

事務事業の種類 新規事業 3年度 2年度

事務事業を構成する小事業名
及び予算事業コード（3年度）

01-05-01 新公会計制度運営費

事務事業名 新公会計制度運営費
部課名 会計管理部会計管理課 課長名 平野

担当者名 安藤、笹本 内線 3221

事務事業コード 12-01-05 戦略プラン 協働 業務 財務

事務事業分析シート（令和3年度）



No2
（単位：千円）

予算・決算の内訳

（単位：千円）

問
題
点
・
課
題

①

②

③

（ 区 未実施 区 区）

議
会
質
問
状

況
（

要
旨
）

平成30年度９月会議　　　新公会計制度における、今後の財務データの分析、活用法について
平成30年度６月会議　　　公共施設の諸課題と新公会計制度に基づく積立について
平成29年度11月会議　　　新公会計制度導入を契機とした職員の意識改革について
平成27年度９月会議 　　 新公会計制度の活用
平成27年度２月会議　　　新公会計制度改革で期待される成果

他
区
の
実

施
状
況

実施 6 16 不明 0

東京都方式を導入している区…平成２７年度から実施（江戸川区）、平成２９年度決算から実施（中央区、渋
谷区）、平成３０年度決算から実施（世田谷区、品川区、板橋区）

　事務事業分析と財務諸表分析との
連携を充実させることで、今後とも
各職員の経営的視点を深め、予算へ
の活用を図る。

　各職員の経営的視点を深めること
及び財務諸表の予算への活用を目的
に、行政評価結果を活用した研修を
実施した。

　各職員の経営的視点を深め、予
算への活用を図るため、事務事業
分析と財務諸表分析との連携をさ
らに充実させる。

　職員が財務諸表を読み解き、分析
するための能力の向上を図るため、
今後とも、継続して研修を実施す
る。

　「あら坊・あらみぃと一緒にみる
荒川区の財務諸表」や行政評価結果
を活用したｅラーニング研修を実施
した。（令和３年２月～配信）

　研修の開催方法・内容を工夫し
ながら、財務諸表を読み解き、分
析する能力の向上を図るための研
修を、継続して実施する。

　精度の高い財務諸表作成のため、
今後とも、会計基準やマニュアルの
見直し、事務説明会の実施等を継続
的に行う。

　令和２年度の制度改正等を踏まえ
会計基準やマニュアルの改訂を行う
とともに、ｅラーニングによる事務
説明会を実施した。

　より精度の高い財務諸表作成の
ため、会計基準やマニュアルの見
直し、事務説明会の実施等を継続
的に行う。

〇　新公会計制度の適切な運営を行うため、全庁一体となった体制で取り組む必要がある。
〇　複式簿記・発生主義会計の仕組みや財務諸表の活用について十分な周知及び研修を行う必要がある。
〇　成果物の活用方策について、検討を続けていく必要がある。

問題点・課題の改善策

令和2年度に取り組む
具体的な改善内容

令和2年度に実施した
改善内容および評価

令和3年度以降に取り組む
具体的な改善内容

備
考

・物件費は、区民向けの財務諸表パンフレットの作成等により、248千円の増額となった。
・補助費等は、公認会計士による新公会計制度の運用・活用の相談事業に係る研修講師の報償費であり、相談
回数が減ったことにより、277千円の減額となった。

▲ 5,557特別収支差額(f)-(g)=(h) 0 0 0 当期収支差額(e)+(h) ▲ 19,914 ▲ 25,471
0 0特別費用(g) 0 0 0 特別収入(f) 0

行政費用合計(b) 19,914 25,471 5,557 通常収支差額(c)+(d)=(e) ▲ 19,914
0 0

▲ 25,471 ▲ 5,557
その他行政費用 0 0 0 金融収支差額(d) 0

賞与・退職給与引当金繰入額 1,028 6,475 5,447 行政収支差額(a)-(b)=(c) ▲ 19,914 ▲ 25,471
0 0

▲ 5,557

不納欠損・貸倒引当金繰入額 0 0 0 行政収入合計(a) 0
減価償却費 0 0 0 その他 0 0

0 0
0

補助費等 705 428 ▲ 277 使用料及び手数料 0
扶助費 0 0 0 分担金及び負担金 0 0

0 0
0

維持補修費 0 0 0 都支出金 0
物件費 1 249 248 国庫支出金 0 0

0 0
0

2年度 差額

行
政
費
用

給与関係費 18,180 18,319 139

行
政
収
入

地方税等 0

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

勘定科目 元年度 2年度 差額 勘定科目 元年度

使用料・賃借料 会場等使用料 0 使用料・賃借料 会場等使用料 0 使用料・賃借料 会場等使用料 40
委託料 財務諸表パンフレット等 357委託料 財務諸表パンフレット等 0 委託料 財務諸表パンフレット等 244

食糧費 1 食糧費 0 食糧費 2
需用費 関係図書等 19需用費 関係図書等 0 需用費 関係図書等 5

報償費 新公会計制度運用・活用相談業務等 705 報償費 新公会計制度運用・活用相談業務等 428 報償費 新公会計制度運用・活用相談業務等 1,729
節 主な事項 金額（千円）節 主な事項 金額（千円） 節 主な事項 金額（千円）

令和元年度（決算） 令和2年度（決算） 令和3年度（予算）

新公会計制度研修実施回数 10回 7回 5回 6回
47時間 28.5時間 100時間

1回 4回

新公会計制度の運用・活用に関する相談事業 - - 76時間

3年度
新公会計制度運用委員会実施回数 4回 2回 3回 1回 0回 3回

実
績
の
推
移

事項名（3年度は見込み） 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度

5,335 2,147
決算額（3年度は見込み） ‐ 346 350 1,294 706 677 2,147
予算額 ‐ 758 1,691 4,707 2,741

2年度 3年度予算・決算額等の推移 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度


